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国土交通省 近畿運輸局 
  

厚生労働省 大阪労働局 

問い合わせ先 

 （所属）自動車監査指導部 

 （担当）米田・吉本 

 （電話）０６-６９４９-６４４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 （所属）労働基準部監督課・安全課 

 （担当）大屋・早川・田中 

 （電話）０６－６９４９－６４９０  

  

 

平成２４年９月２０日 

 

 

≪ 近 畿 運 輸 局 及 び 各 府 県 労 働 局 と 共 同 で 、 荷 主 関 係 団 体 へ 要 請 ≫ 

貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止のた

めの協力要請について 

 

 

【概要】 

 近畿運輸局（局長 大黒
だいこく

 伊勢夫
い せ お

）及び大阪労働局（局長 森岡
もりおか

 雅人
ま さ と

）を始めとする

近畿２府４県各労働局は、貨物自動車運送事業（トラック運送事業）における過労運転防

止及び荷役作業による労働災害の防止のため、貨物運送業務を発注する荷主団体（計

２０１団体）に対して、発注条件等への配慮について、協力要請を行いましたのでお知ら

せします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 23 年におけるトラック運送

事業等※では 2，390 件の労働災害が

発生し、うち 9割（86％）は荷役作業

中に発生しています。 

 

 ※等には陸上貨物取扱業が含まれる。 

 

H23 近畿における労働災害の発生状況 

(トラック運送事業等） 

 

 

３ トラック運送事業における荷役作

業中の労働災害のうち、墜落・転落

による災害の約 7 割（66％）が荷先

（荷主、配送先など）で発生していま

す。 

  労働災害防止には、荷役作業時の

作業環境を管理する荷主等の積極

的な関与が不可欠です。 

 

H23 近畿における荷役作業中の墜落・転落災害の発生場所 

(トラック運送事業） 

１ 大阪における運輸業の労働時間は

全産業(調査産業計）の平均と比べ

て長く、所定内と所定外の労働時間

を合わせた年間総実労働時間では、

252時間も長くなっています。 

  また、一部のトラック運転者にお

いても長時間労働の実態が認めら

れます。 

  長時間労働による過労運転は交

通事故の原因にもなることから社

会的に改善が求められています。 

  その原因の一つとして集荷・配達時

間等の厳しい発注条件があることが

指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

H23 運輸業と調査産業計の労働時間の比較（大阪） 

【 背 景 】 

 



【要請のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

配布先  青灯クラブ 

    陸運記者会トラック部会 

    大阪労農クラブ 

１ トラック運転者の過労運転防止のために 

(1) 発注条件の明示 

(2) 無理のない到着時間の設定 

(3) 荷受け、積卸し時間の設定 

(4) トラック運送事業者の選定  

(5) 適切な運賃等の収受（燃料サーチャージ制の導入等） 

 

２ 労働災害の防止のために 

(1) 荷役作業の有無、内容、役割分担をトラック運送事業者へ通知 

(2) 墜落防止対策 

(3) 自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の資格の確認 

 

 

添付資料 

  荷主要請文（写し） 

 









4 

 

 

平成 23年 近畿のトラック運送事業における労働災害発生状況 

 

 

１ 労働災害の発生状況 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 荷役作業中災害の事故の型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

 トラック運送事業等※に

おける労働災害のうち、約

9 割(86％)は荷役作業中に

発生しています。 

 トラック運送事業等にお

ける荷役作業中の労働災害

のうち、墜落・転落による

災害が最も多く、約 3 割

(28％)を占めています。 

 

 

 

 

 

H23 近畿における労働災害の発生状況(トラック運送事業等） 

※等には陸上貨物取扱業が含まれる。 

H23 近畿における荷役作業中の型別災害発生状況(トラック運送事業等） 
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３ 荷役作業中の災害の発生場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 墜落・転落防止措置の例 

 

 

 

 トラック運送事業におけ

る荷役作業中の労働災害の

うち、墜落・転落による災

害の約７割(66％)が荷先（荷

主、配送先など）で発生し

ています。 

 

 

 荷役作業中の労働災害で最も

多い墜落・転落災害を防止するた

めには荷台の周囲に墜落防止

柵・作業床を設けるなどの措置が

有効です。 

 

【例 2】跳ね上げ式作業台 

 

 (作業中） 

 

 

 (作業前） 

【例 1】トラックの荷台からの墜落防止するための 

移動式安全柵(キャスター付き） 
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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(概要) 

１ 労働基準法による労働時間の基準（労働基準法第 32条、36 条） 

労働時間 休憩時間を除いて 1 日 8 時間、１週 40 時間 

時間外・休日労働 労使協定で定めた限度内 

 

２ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示）(H1.2.9 労働省告示第 7 号) 

  貨物自動車運送事業については、上記のほかに告示により自動車運転者の拘束時間

や運転時間等の基準が定められています。 

区 分 主な内容 

総 拘 束 

時 間 

１か月 293 時間以内 

（労使協定を締結した場合には、１年のうち６か月までは、１年間についての拘束時

間が 3,516 時間を超えない範囲で１か月 320 時間まで延長可） 

最 大 拘 束

時 間 

１日       原則 13 時間以内 

  延長する場合でも最大 16 時間以内（15 時間超えは 1 週２回まで） 

休 息 期 間 
1 日の休息期間は、継続 8 時間以上 

（運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるように） 

最 大 運 転

時 間 

1 日の運転時間は、2 日平均で 9 時間以内 

1 週間の運転時間は、2 週間毎の平均で 44 時間以内 

連 続 運 転

時 間 

運転開始後 4 時間以内又は 4 時間経過直後に 30 分以上の休憩等を確保 

（分割する場合は 1 回につき 10 分以上の休憩で合計 30 分以上） 

特 例 

①分割休息期間 

 業務の必要上、勤務の終了後継続した 8 時間以上の休息期間を与えることが困難

な場合、一定時間における全勤務回数の 2 分の 1 の回数を限度として、休息期間を

拘束時間の途中及び拘束時間経過直後に分割付与可。 

 この場合、分割された休息期間は、1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上、合

計 10 時間以上。 

②2 人乗務 

 1 日の最大拘束時間を 20 時間まで延長可。休息期間を 4 時間に短縮可（ただし、

車輌内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る）。 

③隔日勤務の特例 

 業務の必要上、やむを得ない場合には、2 暦日における拘束時間が 21 時間を超え

ず、勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えること。 

  

 

  

 

 

 

 

 

資料 2 

労働時間 作業時間（運転・整備等・荷扱い） 

手待ち時間（荷待ち等） 

休憩時間（仮眠時間を含む） 

休息期間 

拘束時間 

休息期間 

終業 

終業 

始業 

始業 

時間外・休日
労働を含む 

拘束時間：始業時刻から終業時刻までをいい、運転や荷役作業を行う時間、手待ち時間及び休憩時間を
合計したものです。 

休息期間：勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全
く自由な時間をいいます。 
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安  全  作  業  連  絡  書（例） 

 

この安全作業連絡書は、荷の積卸し作業の効率化と安全確保を図る観点から荷主又

は配送先の作業環境に関する情報をあらかじめ陸運事業者の労働者であるドライバ

ーに提供するためのものです。 

 

発     地 着     地 

積込作業月日 月  日（   ） 取卸作業月日 月  日（   ）                   

積込開始時刻 時   分 取卸開始時刻 時   分 

積込終了時刻 時   分 取卸終了時刻 時   分 

積込場所 

1. 屋内  2. 屋外 

取卸場所 

1. 屋内  2. 屋外 

1. 荷主専用荷捌場 

2. ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ 

3. その他（     ） 

1. 荷主専用荷捌場 

2. ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ 

3. その他（     ） 

積
荷 

品 名  

（危険・有害性） 有 ・ 無（      ） 

数 量      

総重量 ㎏（     ㎏/個） 

積 付 1. バラ 2. ﾊﾟﾚﾀｲｽﾞ 3. その他（             ） 

積
込
作
業 

作業の分担 

1. 荷主側  

2. 運送業者側 

3. 荷主・運送業者共同 取
卸
作
業 

作業の分担 

1. 荷主側  

2. 運送業者側 

3. 荷主・運送業者共同 

作業者数 名 作業者数 名 

使用荷役機械 

有・無 

1. ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 

2. その他（     ） 

使用荷役機械 

有・無 

1. ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 

2. その他（     ）                     

免許資格等 

1. ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ  2. 玉掛け 

3. はい作業 

4. その他（     ） 

免許資格等 

1. ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 2. 玉掛け 

3. はい作業 

4. その他（     ） 

その他特記事項  ※「安全靴、保護帽を着用のこと」など安全上の注意等を記入すること。 

 

資料 3 
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